
事 務 連 絡 

令和５年３月 14 日 

 

一般社団法人日本病院会 御中 

 

厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課 

 

 

令和５年度薬価基準改定に伴う医薬品の安定供給について 

 

  

  医薬品の安定供給につきましては、平素より御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。 

令和５年度薬価改定における不採算品再算定に関する対応については、令和５年３月３

日付事務連絡「令和５年度薬価改定において不採算品再算定を適用された医薬品の適正な

流通について」でお知らせしたところです。 

  今般、不採算品再算定が適用される医薬品について、令和５年４月１日より薬価が改定

されますが、これを奇貨として、必要量以上に買い込み等が行われると、供給不足が発生

し、患者に必要とされる医薬品が供給されなくなるおそれがあります。 

 医薬品の安定供給を確保するため、買い込みは厳に控えていただき、必要量に見合う適

切な量を購入していただきますよう貴団体所属の会員に対して、周知をお願いいたしま

す。 

 なお、別添のとおり、一般社団法人日本医薬品卸売業連合会宛にも通知しましたことを 

申し添えます。 
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令和５年３月 14 日 

 

一般社団法人日本医薬品卸売業連合会 御中 

 

 

厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課 

 

 

令和５年度薬価基準改定に伴う医薬品の安定供給について 

 

 

医薬品の安定供給につきましては、平素より御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。 

 別添のとおり、公益社団法人日本医師会、一般社団法人日本病院会、公益社団法人日本薬

剤師会、公益社団法人日本歯科医師会、一般社団法人日本保険薬局協会及び一般社団法人日

本チェーンドラッグストア協会宛に通知しましたのでお知らせします。 

貴団体におかれましても、医療機関・薬局から過度な量の注文があった場合には、その理

由等を確認し適正量の供給を行っていただくよう、会員会社に対して周知をお願いいたしま

す。 

 



事 務 連 絡 

令和５年３月３日 

 

公益社団法人日本医師会 御中 

 

厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課 

 

令和５年度薬価改定において不採算品再算定を適用された 

医薬品の適正な流通について 

 

 別添のとおり、各製造販売業者、日本製薬団体連合会及び一般社団法人日本医薬品卸売

業連合会あて事務連絡を発出していますのでご連絡いたします。貴団体所属の会員の皆様

にも、その旨周知いただきますようよろしくお取り計らい願います。 

 



事 務 連 絡 

令和５年３月３日 

 

各製造販売業者 御中 

 

厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課 

 

令和５年度薬価改定において不採算品再算定を適用された 

医薬品の適正な流通について 

 

 令和４年 12月 21 日に開催された中央社会保険医療協議会（以下「中医協」という。）

において、令和５年度薬価改定では、急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するた

め、不採算品再算定について臨時的・特例的に調査結果（※１）に基づく全品を対象に適

用することが決定されました。 

 今回、不採算品再算定の適用となった医薬品は、安定供給を確保する必要が特に高いと

考えられる品目（※２）として製造販売業者から報告されたものであり、その安定供給を

継続させていくために、適正な価格で流通することが望まれます。 

貴社におかれましては、不採算品再算定の対象となった品目について、卸売業者に対し

周知するとともに、その趣旨に鑑み、これら医薬品が適正な価格で流通するよう適切な対

応をお願いします。 

 なお、本事務連絡と同様の趣旨の事務連絡を日本製薬団体連合会及び一般社団法人日本

医薬品卸売業連合会に送付するとともに、これら事務連絡の写しを、公益社団法人日本医

師会、公益社団法人日本薬剤師会、公益社団法人日本歯科医師会、一般社団法人日本保険

薬局協会及び一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会に送付することを申し添えま

す。 

 

※１ 令和４年９月に実施した薬価収載医薬品を供給する業者に対して実施した、物価高

騰等の影響による不採算品目の状況に関する調査 

※２ 以下①～③の要件全てに該当する品目 

① 物価高騰や為替変動の影響等により現在不採算となっている品目 

② 安定供給の確保の必要性が特に高いと考えられる品目（いずれかを満たす品目） 

－ 安定確保医薬品（カテゴリーＡ～Ｃ） 

－ 基礎的医薬品 

－ その他、これまでの学会要望等から、特に医療上の必要性が高いと思われる品目 

③ 同一成分・規格内において一品目が高いシェアを占めているなど、特に安定供給に

支障を来しやすい品目（一社のみ供給品、最終後発品等を含む。） 



事 務 連 絡 

令和５年３月３日 

 

日本製薬団体連合会 御中 

 

厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課 

 

令和５年度薬価改定において不採算品再算定を適用された 

医薬品の適正な流通について 

 

 令和４年 12月 21 日に開催された中央社会保険医療協議会（以下「中医協」という。）

において、令和５年度薬価改定では、急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するた

め、不採算品再算定について臨時的・特例的に調査結果（※１）に基づく全品を対象に適

用することが決定されました。 

 今回、不採算品再算定の適用となった医薬品は、安定供給を確保する必要が特に高いと

考えられる品目（※２）として製造販売業者から報告されたものであり、その安定供給を

継続させていくために、適正な価格で流通することが望まれます。 

貴団体におかれましては、今回の不採算品再算定が実施された趣旨に鑑みこれら医薬品

が適正な価格で流通するよう加盟団体及び加盟企業に対して周知方よろしくお願いしま

す。 

 なお、本事務連絡と同様の趣旨の事務連絡を該当製造販売業者及び一般社団法人日本医

薬品卸売業連合会に送付するとともに、これら事務連絡の写しを、公益社団法人日本医師

会、公益社団法人日本薬剤師会、公益社団法人日本歯科医師会、一般社団法人日本保険薬

局協会及び一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会に送付することを申し添えま

す。 

 

※１ 令和４年９月に実施した薬価収載医薬品を供給する業者に対して実施した、物価高

騰等の影響による不採算品目の状況に関する調査 

※２ 以下①～③の要件全てに該当する品目 

① 物価高騰や為替変動の影響等により現在不採算となっている品目 

② 安定供給の確保の必要性が特に高いと考えられる品目（いずれかを満たす品目） 

－ 安定確保医薬品（カテゴリーＡ～Ｃ） 

－ 基礎的医薬品 

－ その他、これまでの学会要望等から、特に医療上の必要性が高いと思われる品目 

③ 同一成分・規格内において一品目が高いシェアを占めているなど、特に安定供給に

支障を来しやすい品目（一社のみ供給品、最終後発品等を含む。） 
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令和５年度薬価改定において不採算品再算定を適用された 

医薬品の適正な流通について 

 

 令和４年 12月 21 日に開催された中央社会保険医療協議会（以下「中医協」という。）

において、令和５年度薬価改定では、急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するた

め、不採算品再算定について臨時的・特例的に調査結果（※１）に基づく全品を対象に適

用することが決定されました。 

 今回、不採算品再算定の適用となった医薬品は、安定供給を確保する必要が特に高いと

考えられる品目（※２）として製造販売業者から報告されたものであり、その安定供給を

継続させていくために、適正な価格で流通することが望まれます。 

貴団体におかれましては、今回の不採算品再算定が実施された趣旨に鑑み、これら医薬

品が適正な価格で流通するよう、会員企業に対して周知方よろしくお願いします。 

なお、不採算品再算定の適用を受けた品目については、各製造販売業者から各卸売業者

に対し周知するよう、別添の事務連絡によりお願いしています。 

 また、本事務連絡と同様の趣旨の事務連絡を日本製薬団体連合会に送付するとともに、

これら事務連絡の写しを、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本薬剤師会、公益社

団法人日本歯科医師会、一般社団法人日本保険薬局協会及び一般社団法人日本チェーンド

ラッグストア協会に送付することを申し添えます。 

 

※１ 令和４年９月に実施した薬価収載医薬品を供給する業者に対して実施した、物価高

騰等の影響による不採算品目の状況に関する調査 

※２ 以下①～③の要件全てに該当する品目 

① 物価高騰や為替変動の影響等により現在不採算となっている品目 

② 安定供給の確保の必要性が特に高いと考えられる品目（いずれかを満たす品目） 

－ 安定確保医薬品（カテゴリーＡ～Ｃ） 

－ 基礎的医薬品 

－ その他、これまでの学会要望等から、特に医療上の必要性が高いと思われる品目 

③ 同一成分・規格内において一品目が高いシェアを占めているなど、特に安定供給に

支障を来しやすい品目（一社のみ供給品、最終後発品等を含む。） 




